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序章 本研究に関して 
0.1 研究背景 
 近年の都市部の住宅地では空き家の増加の一方で、

敷地の細分化も課題となっている。旗竿敷地は接道

義務を最低限満たした土地であり、周囲を住宅に囲

まれている点から、建築物の計画に制限や規制が設

けられる。旗竿敷地に長屋を建設することは適法で

あるが、周辺住民からは旗竿敷地に建設不可とされ

る共同住宅と同規模の長屋が建つことは脱法的な行

為であるという批難もある。 

0.2 既往研究  
 旗竿敷地に関する研究は、沼田(2020)の旗竿敷地

を中心とした周辺住環境に与える影響や、薬袋

(2017)の旗竿敷地の発生要因や土地利用を明らかに

したもの、小玉（2012）の旗竿敷地の設計手法につい

てまとめたものがあるが、旗竿敷地に計画された長

屋の敷地内通路や建蔽率を対象とした研究は存在し

ないため、研究意義があると考えられる。 

0.3 研究目的と研究対象 
本研究では、旗竿敷地において建蔽率が意図した

外部空間の確保ができていないといった仮説をもと

に、建築雑誌「新建築」、「住宅雑誌」に掲載の旗竿敷

地の計画的傾向を分析し、旗竿敷地に十分な外部空

間を持つ長屋が建つことで周辺地域の防災性、住環

境が向上する設計提案を行うことを目的とする。 

第 1 章 東京都における宅地の変遷 
日本の住宅事情は、戦後から高度経済成長期にか

けて、住まいへの価値観が持ち家志向へと変化した。

住宅需要に応えるために、郊外では大規模な宅地開

発が推進され、都市部では宅地の細分化とミニ開発

が行われた。都市部を中心に不動産価格が高騰し、世

代が変わるごとに相続税や固定資産税の負担を小さ

くするために、敷地を細分化して売却されるケース

が見られた。 

第 2 章 旗竿敷地の現状 
2.1 旗竿敷地の定義 
 路地状の細長い空間（いわゆる“竿”部分）のみで

建築基準法に基づく 2ｍの接道条件を満たし、道路に

直接接していない“旗”部分に建築物を建てている敷

地である。 

2.2 旗竿敷地の建築法規 
 旗竿敷地は建築基準法第43条第3項の地方公共団

体が条例で制限を付加する項目である。建築基準法

では旗竿敷地に関する制限がないため、全国統一で

の規定は存在しない。 

2.2.1 東京都建築安全条例の法規に関する規定 
東京都建築安全条例では、安全上及び防火上の観点

から路地状敷地に対して、路地状敷地の形態（第3条）、

路地状敷地の建築制限（第 3条の2）及び路地状敷地

における特殊建築物の制限（第 10条）を付加してい

る。 

2.2.2 旗竿敷地の形態 
 旗竿敷地の路地部分で必要とされる幅員は、路地

部分の長さ、計画される建物の延床面積、耐火・準耐

火建築物であるか否かによって制限される。 

・建物の延床面積 200㎡以下 

・建物の延床面積 200㎡以上(耐火・準耐火建築) 

路地状敷地部分 20ｍ以下 幅員 2ｍ以上 

路地状敷地部分 20ｍ以上 幅員 3ｍ以上 

・建物の延床面積 200㎡以上(耐火・準耐火建築以外) 

路地状敷地部分 20ｍ以下 幅員 3ｍ以上 

路地状敷地部分 20ｍ以上 幅員 4ｍ以上 

2.2.3 旗竿敷地の建築制限 
路地状部分の幅員が 4m以下の場合は耐火・準耐火

建築物であるか否かで、建築物の階数が制限される。 

2.2.4 旗竿敷地における特殊建築物の制限 
 特殊建築物は路地状部分のみによって道路に接す

る敷地に建築してはならないが、一定の条件を満た

した共同住宅については建築が可能である。 

2.3 長屋と共同住宅 
 建築基準法上では共有部をもつ集合住宅を共同住

宅、共有部を持たない集合住宅を長屋と分類する。共

同住宅は特殊建築物に分類されるため避難規定や防

火規定といった規制が厳しくなるほかに、東京都建

築安全条例では窓先空地の規制や消防法の対象とな

る。共同住宅は燃えにくく、避難がしやすい、周囲へ

の燃え広がりを抑制するが、長屋は上記の法規制の

対象ではないため、独自での防災性が求められる。 

2.4 旗竿敷地の建蔽率 
 旗竿敷地では路地部分も敷地面積に含まれるた

め、建築物が計画される有効宅地面積部分に対する

建蔽率（本研究では実質建蔽率と呼ぶ）が許容建蔽率

を超過する可能性がある。超過の発生が建てづまり

の要因の一つであり、旗竿敷地において建蔽率が意

図した外部空間の確保をできていないのではないか

と仮説を立てた。 

2.5 旗竿敷地の発生要因 
 旗竿敷地の発生理由は、業者側の理由と消費者側

の理由がある。旗竿敷地の発生のタイミングは大き

く２つあり、宅地造成時に発生するものと相続税に

よる宅地分割があることが報告されている。 

第 3 章 調査・分析 
3.1 事例の収集 
 東京都建築安全条例が適用される東京都内の 2005

年 2 月号-2023 年 8 月号までの建築雑誌データサー

ビス（新建築データ）に「旗竿地」または「旗竿敷地」

の単語が掲載された作品 93事例を収集した。掲載図

面の建築物、敷地境界線、敷地内通路をトレースし、

計画傾向を考察する。東京都の旗竿敷地の現状を広

く捉えるために所在地、敷地規模、敷地形状について

は限定しなかった。 



3.2 分析項目について 
 全 93 事例の中から、概要、外部空間、路地部分、

内部空間の４項目について計画的傾向の分析、また

長屋 32 事例の敷地内通路に着目した分析を行う。 

3.3 概要の分析 
旗竿敷地の作品は世田谷区に多く集中した。東京

都の整形地も含めた長屋の研究 5)では長屋の 75％が

木造で建設をされたと報告しているが、旗竿敷地に

限って見ると約 7割が RC 造で建設されており、四周

を住居で囲まれた旗竿敷地では耐火性を高めた長屋

が計画される傾向がある。 

3.4.1 外部空間の分析 
旗竿敷地では建蔽率が意図した効果を発揮できて

いないといった仮説から、許容建蔽率と実質建蔽率

の差を分析する。許容建蔽率から実質建蔽率の差の

ため負の値になっているのが許容建蔽率を満たして

いない事例である。長屋の事例の過半数において実

質建蔽率が許容建蔽率を満たしている（表１）。長屋

に設けられている幅員２m の敷地内通路が実質建蔽

率に対して良い効果を及ぼしていると考察する。 

表１ 許容建蔽率-実質建蔽率の差 
3.4.2 長屋の敷地内通路の分析 
 旗竿敷地に建つ長屋の敷地内通路は敷地規模順に

直線型、L 字型、連続型、分岐型と分類された。また

敷地内通路と建物ボリュームの関連性では、敷地内

通路が建物ボリュームを包囲する事例の半数以上で

実質建蔽率が許容建蔽率を満たすことが見てとれた。 

表 2 敷地内通路と建物ボリュームの関係性 

3.5 路地部分の利用法 
街並みへの影響を与える路地部分に建物を配置す

る作品は 20事例が見られた。路地部分の幅員が 2m〜

3m の事例では道路境界近くにボリュームを配置し、

幅員が4m以上の事例では道路境界からセットバック

してボリュームを配置するといった差異が見られた。 

3.6 内部空間の分析 
 長屋 32 事例の住戸割について、各住戸が立体パズ

ルのように重なる住戸割は 26事例ある。住戸が重な

ることで集合住宅でありながら階ごとに異なる方位

に面し、採光と通風の確保が行われると考察する。	

第４章 試設計 
4.1 設計趣旨 
本章では第 2章及び第3章の現状と傾向を踏まえ、

東京都建築安全条例の一部の法規の改定案を掲示す

ることで、周辺環境の防災性、住環境の向上を目的と

した長屋の提案を行う。 

4.2 設計敷地 
 第 3 章の作品分析と既往研究より、旗竿敷地に計

画された長屋の作品が最も多く掲載された世田谷区

下馬地区を対象敷地とする。 

4.3 包囲型敷地内通路案  
 東京都建築安全条例に「旗竿敷地に長屋を計画す

る際、敷地内通路が建物ボリュームを包囲した場合、

敷地内通路以外に路地（幅員は 2m、上部に屋根や庇

がかかってもよい）を計画可能とする」条文を追加す

ることで有効宅地部分の実質建蔽率が許容建蔽率を

満たすとともに、敷地内通路以外にも敷地内部に路

地が追加され、住民の避難安全性が向上する。 

第 5 章 結論 
5.1 旗竿敷地の可能性について 
旗竿敷地が存在する密集した住宅地街では、耐火性

の不十分な木造の戸建て住宅が密集している。住宅

群と隣り合う旗竿敷地内に、十分な外部空間を確保

した長屋が計画されることで、周囲の住環境、災害時

の避難安全性を向上させることができるのではない

かと考える。 

5.2 研究の展望 
本研究では、東京都建築安全条例の改正を行うこ

とで旗竿敷地を中心とした街区の安全性を向上させ

る提案を行なった。また本研究では、実質建蔽率と敷

地内通路といった平面的な視点から分析を行なった。

今後は周辺環境に影響を与えうる容積率、建築ボリ

ュームといった立体的な視点から旗竿敷地の法規の

提言等に研究が展開することを展望とする。 

参考文献 
1)東京都建築安全条例 
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001306.html 

2)沼⽥⿇美⼦・中井検裕.旗竿敷地における建物の周辺環境に与え
る影響に関する研究.⽇本建築学会計画系論⽂集、2020 年 85 巻
772 号 p.1207-1216 

3)薬袋奈美⼦・室⽥昌⼦・⽮島浩⼦.郊外住宅地における旗竿敷地の
⽴地特性と発⽣要因に関する研究. ⽇本建築学会計画系論⽂
集、2017 年 82 巻 737 号 p.1715-1723 

4)廣瀬友⾹・⽣⽥京⼦・⼤幡英亮.旗竿敷地における住宅の外形ボリ
ュームと外部空間の構成.⽇本建築学会⼤会学術講演梗概集、
2010 年 p.177-178 

4)⼩⽟悠美.旗竿敷地における建築設計⼿法に関する研究 
5)荒川直輝.「都市⻑屋」に関する考察と提案-東京都における⻑屋

の現状と計画的傾向を題材として-、2022 年 
6)⻑⾕川徳之助.東京の宅地形成史：『⼭の⼿』の⻄進.住まいの図書

館出版局、1988 年 
7)宇杉和夫,井関和朗,岡本哲史,⻘⽊仁.まち路地再⽣再⽣のデザイ

ン 路地に学ぶ⽣活空間の再⽣術.彰国社、2010 年 
8)そぞろ.⽤途と規模で逆引き！住宅設計のための建築法規.学芸出

版社、2022 年 
9)⾼⽥班.⻑屋と共同住宅の規制の違いが地域環境に与える影響.季

刊住宅⼟地経済、2016 年、101 号、p.19-27 
10)新建築データ（2005/2 – 2023/8） 

~-10 1 
2 
3 2 

1 2 
1 3 

2 4 1 3 2 
1 

1 1 1 1 

許容建蔽率と
実質建蔽率の差 

一辺で隣接 敷地内通路が
建物を包囲 

建物が敷地内通路を包囲 
２辺 ３辺 ４辺 以上

-10~-5 
-5~0
0~5
5~10
10~

OK 

 
NG 

 


